
様　式　イ

平 成 18 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）
　在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい児（者）、身体障
がい児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で、
専門的な療育指導や療育支援等が受けられる療育機能の充
実を図る事業。
　18年９月まで〔地域療育等支援施設事業〕として実施してい
たが、18年10月の障害者自立支援法本格施行に伴い、一般
的な相談支援に係る「地域生活支援事業」部分は〔障がい者
相談支援事業〕に移行させ、他の３事業を、より専門的な相談
支援に特化した〔障がい児等療育支援事業〕として再編した。
　療育支援についての専門的な知識と経験を有する相談支援
事業者に委託して実施しており、具体的には次の３事業から成
り立っている。
(1)在宅支援訪問療育等指導事業（訪問による個別的支援）
(2)在宅支援外来療育等指導事業（来所による個別的支援）
(3)施設支援一般指導事業（関係機関への技術指導）
　なお、本事業については、障害者自立支援法第77条に規定
される地域生活支援事業に位置づけられている。
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課    題

　より身近な地域で相談支援を受けられるよう、箇所数を計画
どおり増やした。

（１）18年度において、1ヶ所増となっているが、障がい児（者）
の地域移行が進む現状において、身近な地域での療育支援
体制をさらに充実させる必要がある。
（２）本事業の趣旨である「専門的な療育支援」がより適切に機
能するためには、他の様々な相談機関との連携が必要であ
る。

平 成 16 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 17 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）
　在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい児（者）、身体障
がい児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育
指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、こ
れらの療育機能を支援する障害保健福祉圏域における療育
機能との重層的な連携を図り、もって、障がい児(者）の福祉の
向上を図る。４事業のうち、出来高の在宅支援訪問療育等指
導事業、在宅支援外来療育等指導事業、施設支援一般指導
事業は、扶助費的委託料。

同左
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16年度：４か所で実施。
17年度：４か所で実施。
18年度：５か所で実施（１か所増）。

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞　在宅障がい児（者）等のライフステージに応じた地域での生活を支援
するため、支援施設等の有する機能を活用し、療育、相談体制の充実
を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行い、地域
の在宅障がい児（者）等及びその家族の福祉の充実を図る。
　具体的な事業内容は以下のとおり。
(1)在宅支援訪問療育等指導事業
(2)在宅支援外来療育等指導事業
(3)地域生活支援事業
(4)施設支援一般指導事業

障害児(者)地域療育等支援施設事業の拡充

保健福祉局保健福祉部障がい福祉課　平塚　(211-2936)

全　　体　　計　　画　　(　　当　　初　　)

担 当
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19 年 度 以 降 の 方 向 性 ・ 事 業 の 予 定
　近年、施設や病院で生活していた障がい児（者）の地域移行が進む中で、障がい児（者）が地域で安心して暮らすためには、様々
なニーズを汲み取り総合的に援助する「相談支援」体制の確保が強く求められている。障害者自立支援法においても相談支援事業
が初めて法的に位置づけられたことからも、本事業が果たす役割は依然として大きいものがあると考えられる。
　したがって、障がい児（者）が、より身近な地域で支援を受けられるよう、箇所数増が必要となるほか、地域自立支援協議会や定期
的な連絡会議等を利用して、相談支援事業所及び他の専門機関とのネットワーク形成をさらに進めることを予定している。
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［全   体］［16年度］［17年度］［18年度］
　相談件数が増加し、実績ベースでは、計画値に近いものとなった。箇所数については、当初計画どおり、18年度に１か所増の計５
か所での実施となっている。
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事 業 名 障害児(者)地域療育等支援施設事業の拡充施策体系ｺｰﾄﾞ
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